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 大阪歯科大学附属病院における院内感染防止対策のための指針 
 

１．院内感染防止対策に関する基本的考え方 

 院内感染とは、院内に感染源があり、原疾患とは別な新たなこれにより生じた感染症の

ことで、患者の治療対象疾患の他にまた、感染源から医療従事者が感染し、発症した場合

も含まれる。 

 本院では、種々の院内感染防止対策を実施すると同時に、医療従事者の院内感染防止技

術ならびに知識向上を図り、病院全体で院内感染防止に努める。患者様が院内感染を受け

ないよう細心の注意を図り診療を実施してゆく。また、医療従事者も感染を受けないよう

な防止対策も講じてゆく。これらの対策等により、患者様が安心して治療を受けていただ

く環境を提供したいと考えている。 

 

２．院内感染防止委員会およびインフェクションコントロールチーム 

 本院では、院内感染防止に関する対策の検討および決定を行う機関として「院内感染防

止委員会」が設置されている。院内感染防止対策は病院全体に関わる重要事項であるため、

本委員会は、病院長が委員長を務め、各部署、各診療科より委員が選出され、構成されて

いる。本委員会にて決定された事項は病院全体の運営を検討する「病院運営委員会」に諮

られ承認される。なお、本委員会の活動は、大阪歯科大学附属病院規程第 15 条に基づき、

「大阪歯科大学附属病院院内感染防止委員会規程」に則り行われている。（→資料参照） 

 インフェクションコントロールチームは、院内感染防止委員会の下部組織として組織さ

れている。委員は各職種より構成され、種々の院内感染防止対策を立案し、院内感染防止

委員会に上申する。また、院内感染防止委員会での決定を受けて、院内感染防止対策のた

めの様々な活動を行う。インフェクションコントロールチームは院内感染防止委員会規程

第 2 条に基づき設置され、活動している。（→資料参照） 

 

３．院内感染防止マニュアル 

 本院では、院内感染防止対策のよりどころとして、「院内感染防止マニュアル」を作成

し院内各部署に配布している。本マニュアルには部門別および項目別に対策が示されてい

る。本マニュアルの内容については、院内感染防止委員会で検討の上、承認されたもので

あり、本院医療従事者は本マニュアルを遵守し院内感染防止対策に努めなければならない。

院内感染防止対策は世界的に日々進化しており、本マニュアルの内容もこれらの動向に応

じて適宜改訂することとしている。 

 

４．医療従事者等に対する院内感染防止対策の研修に関する事項 

 医療従事者の院内感染防止技術および知識の向上を推進するため、本院では、全医療従

事者を対象とした、院内感染防止に関する講習会を年 2 回以上開催することとしている。

医療従事者はこの講習会を受講しなければならない。卒直後臨床研修歯科医師に対しては

オリエンテーションの一環として年 1 回講習会を開催する。また、必要に応じて各診療科

や各部署別にあるいは小グループに対する講習会、勉強会等（実習を含む）を適宜開催す

ることとしている。医療従事者はこれらの講習会等を受講することで研修を重ね、常に院
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内感染防止を念頭に置き診療に従事する必要がある。 

 

５．院内感染発生時の報告および対応方法 

 院内感染が発生した場合あるいはその疑いがある場合、それを発見した医療従事者は速

やかに院内感染防止委員会あるいはインフェクションコントロールチームに報告された

い。インフェクションコントロールチームおよび院内感染防止委員会では必要に応じ調査

や検討事項の協議を行う。これにより発生状態を把握し、解決に向けた対策を講じてゆく

こととなる。医療従事者に針刺し切創等が生じた場合は、本マニュアル記載事項に従い対

応の上、「医療事故発生届」を提出されたい。 

 

６．その他院内感染防止対策推進のために必要な基本方針 

 医療従事者は院内感染防止対策に関し、不明な点は、院内感染防止委員会やインフェク

ションコントロールチームの委員に照会されたい。インフェクションコントロールチーム

では、「感染管理コンサルテーション」として随時、医療従事者からの院内感染に関する

疑問や質問を受け付けている。所定用紙に必要事項を記入するか、電子メールにて申し込

むこととしており、是非利用されたい。 

 

７．地域における病院連携について 

 大阪市感染対策支援ネットワークで連携している病院（大阪警察病院、国立病院機構大

阪医療センター、大手前病院）と本院の感染対策を推進しております。 

 

８．患者様に対する院内感染防止指針の閲覧に関して 

 大阪歯科大学附属病院 院内感染防止マニュアルの序章は本院の院内感染防止指針を明

記したものである。本章は広く一般に公開することとしている。本院医療従事者は、患者

様からの求めがあれば随時、本章を示した上、詳細に説明し、理解いただく様努めなけれ

ばならない。 

 また、患者様においては、疑問点等があれば主治医等に照会・質問されたい。また、本

院には、患者様から直接ご意見等をいただく、「患者様の声」（意見箱）のシステムがあ

り、こちらも是非利用されたい。 
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